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最低制限価格制度及び低入札価格調査制度の見直しについて 

 
１ 趣旨 

  本市の工事契約においては，低入札価格調査制度の厳正な運用により，競争性と品質

の確保両立を図っていますが，今般，ダンピング受注の防止をさらに徹底するため，最

低制限価格制度の適用範囲を拡大するとともに，低入札調査基準価格及び最低制限価格

の算定方法を変更します。 
 
２ 概要 

 ⑴ 最低制限価格制度の適用範囲の拡大 

    
 
 
 
 ⑵ 低入札調査基準価格及び最低制限価格の算定方法の変更 

  ア 土木系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  イ 営繕系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 実施時期 

  平成２１年２月１６日以降に入札公告を行う契約案件から実施 

現行 
予定価格１０００万円未満の工事

変更後 
予定価格５０００万円以下の工事 

現行 
①直接工事費 
②共通仮設費 
③現場管理費×20% 
①～③の合計 
（ただし，予定価格の 75%を下

限，84%を上限） 

変更後 
①直接工事費×95% 
②共通仮設費×90% 
③現場管理費×60% 
④一般管理費×30% 
①～④の合計 
（ただし，予定価格の３分の２を

下限，85%を上限） 

現行 
①直接工事費 
②共通仮設費 
③現場管理費×20% 
①～③の合計 
（ただし，予定価格の 75%を下

限，84%を上限） 

変更後 
① (直接工事費－ (直接工事費×

10%))×95% 
②共通仮設費×90% 
③ (現場管理費＋ (直接工事費×

10%))×60% 
④一般管理費×30% 
①～④の合計 
（ただし，予定価格の３分の２を

下限，85%を上限） 


